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建設政策課

公告

　表彰規則（昭和34年長野県規則第６号）第８条の規定により、令和７年４月30日付けで次の者を表彰しました。

　　令和７年５月15日

	 長野県知事　阿　部　守　一

スポーツ栄誉賞

　ルートインホテルズ信州ブリリアントアリーズ

スポーツ振興課

公告

　令和７年４月18日、長野県美篶土地改良区の定款変更を認可しました。

　　令和７年５月15日

	 長野県上伊那地域振興局長　池　上　安　雄

農地整備課

公告

　令和７年４月８日、伊那市六道原土地改良区の定款変更を認可しました。

　　令和７年５月15日

	 長野県上伊那地域振興局長　池　上　安　雄

農地整備課

公告

　令和７年４月11日、駒ヶ根市大田切土地改良区の定款変更を認可しました。

　　令和７年５月15日

	 長野県上伊那地域振興局長　池　上　安　雄

農地整備課

公告

　令和７年４月11日、上伊那郡伊那土地改良区の定款変更を認可しました。

　　令和７年５月15日

	 長野県上伊那地域振興局長　池　上　安　雄

１　作業種類

　　公共測量　道路台帳図補正更新

２　作業期間

　　令和６年８月５日から令和７年３月24日まで

３　作業地域

　　松本市
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農地整備課

農地整備課

公告

　松本市女鳥羽川土地改良区の役員について、次のように就退任の届出がありました。

　　令和７年５月15日

	 長野県松本地域振興局長　斎　藤　政一郎

理　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　赤　羽　光　男　　松本市大字洞1034番地

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　飯　沼　博　幸　　松本市大字洞276番地

公告

　清野土地改良区の役員について、次のように就退任の届出がありました。

　　令和７年５月15日

	 長野県長野地域振興局長　坪　井　俊　文　

理　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　酒　井　悦　男　　長野市松代町清野516番地

　　峯　村　鉄　郎　　長野市松代町清野1937番地

　　渡　辺　松　代　　長野市松代町清野1102番地１

　重　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　赤　池　芳　夫　　長野市松代町清野1150番地

　　佐　藤　義　雄　　長野市松代町西条4241番地

　　近　藤　和　夫　　長野市松代町清野1107番地１

　　関　川　　　晃　　長野市松代町清野957番地

　　大　澤　雄　一　　長野市松代町清野517番地１

　　峯　村　隆　幸　　長野市松代町清野1750番地３

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　大久保　　　剛　　長野市松代町松代1375番地１

　　倉　田　昌　彦　　長野市松代町松代1535番地

　　寺　澤　　　眞　　長野市松代町松代424番地

　　相　澤　久　夫　　長野市松代町松代395番地

　　石　川　　　博　　長野市松代町松代222番地

　　伊　東　英　雄　　長野市松代町松代337番地１

　　志　津　　　享　　長野市松代町清野1979番地３

　　若　林　　　実　　長野市松代町清野1934番地

　　小　林　俊　生　　長野市松代町清野1570番地３

　　室　賀　伸　明　　長野市松代町清野1552番地

　　駒　村　豊　一　　長野市松代町清野974番地２

　　橋　本　義　紀　　長野市松代町清野962番地

　　倉　石　芳　夫　　長野市松代町清野1944番地

　　中　澤　仁　一　　長野市松代町清野882番地

　　小　出　泰　弘　　長野市松代町清野906番地



10 令和７年（2025年）５月15日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第608号長　 野　 県　 報

農地整備課

　　大　澤　隆　司　　長野市松代町清野625番地１

　　玉　井　茂　雄　　長野市松代町清野467番地

　　新　村　有　敏　　長野市松代町清野70番地

　　宮　沢　秀　則　　長野市松代町清野453番地

　　内　村　由美子　　長野市松代町清野3733番地

　　五　明　敬　治　　長野市松代町西寺尾1994番地

　　山　崎　恒　雄　　長野市松代町岩野83番地２

監　事

　重　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　浅　井　康　夫　　長野市松代町清野1756番地

　　駒　村　哲　也　　長野市松代町清野885番地

　　小　松　久　恵　　長野市篠ノ井布施高田578番地５

公告

　長野県下水内中部土地改良区の役員について、次のように就退任の届出がありました。

　　令和７年５月15日

	 長野県北信地域振興局長　三　森　和　子　

理　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　田　中　洋　道　　飯山市大字飯山1110番地１

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　月　岡　伸太郎　　飯山市大字飯山1110番地１

農地整備課

公告

　北佐久郡川西土地改良区連合の役員について、次のように就退任の届出がありました。

　　令和７年５月15日

	 長野県佐久地域振興局長　滝　沢　裕　之

理　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　　所

　　土　屋		一　郎　　佐久市甲54番地１

　　山		浦　清　志　　佐久市蓬田319番地１

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　　所

　　中　澤　政　幸　　佐久市甲995番地

　　小　林　一　夫　　佐久市桑山835番地１

監　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　　所

　　土　屋	　　	元　　佐久市布施８番地ロ

　　渡　辺	　　	徹　　小諸市大久保1356番地１

　退　任

　　　氏　　　名

　　清　水　清　利　　小諸市山浦609番地１

　　掛　川　和　彦　　佐久市八幡1107番地
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公告

　令和７年４月10日、御牧ヶ原台地土地改良区の土地改良事業（維持管理事業）計画の変更を認可しました。

　　令和７年５月15日

	 長野県上田地域振興局長　合　津　俊　雄

農地整備課

農地整備課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和７年５月15日

	 長野県長野建設事務所長　坂　口　一　俊　

１　許可番号

　　令和７年１月14日　長野県指令６都第29－５号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　須坂市大字日滝字行人塚1663、1664－１、1664－２、1671 の内、1672－１、1672－２、1673－１の内、1673－２

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　長野市大字中御所字岡田131－14

　　　ながの農業協同組合　代表理事組合長　宮　澤　清　志

都市・まちづくり課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和７年５月15日

	 長野県長野建設事務所長　坂　口　一　俊

１　許可番号

　　令和６年10月７日　長野県長野建設事務所指令６長建第44－３号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　千曲市大字磯部字新田1336、1340－１、1342－１、1342－２、1343－５

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　千曲市大字磯部1486

　　　株式会社八光電機　代表取締役　堀　澤　昭　彦

都市・まちづくり課

公告

　次のとおり総合評価一般競争入札に付します。

　　令和７年５月15日

	 地方独立行政法人長野県立病院機構理事長　本　田　孝　行　

１　入札に付する事項

　(1)	調達をする役務

　　　長野県立病院機構　情報共有基盤及びネットワークセキュリティ整備運用業務

　(2)	役務の特質
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　　　入札説明書及び仕様書によります。

　(3)	履行期間

　　	　令和７年８月１日から令和11年７月31日まで（地方行政独立法人長野県立病院機構契約事務規程（以下「契約事務規程」という。）

第３条第２項の規定による長期継続契約）

　(4)	予定価格

　　　390,000,000円（消費税及び地方消費税を含む）

　(5)	入札方法

　　ア　価格その他の条件が発注者にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式により行います。

　　イ　入札者は、入札説明書に定める提案書を、入札書とともに提出してください。

　　ウ	　入札書に記載する金額は、価格の総額とします。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の

100分の 10 に相当する額を加算した金額（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）をも

って落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額

の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1)	契約事務規程第４条第１項に定める当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。

　(2)	契約事務規程第４条第３項及び第４項各号の規定により競争入札に参加させないとされた者でないこと。

　(3)	契約の履行に当たり、(2) に掲げる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

　(4	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事

監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成

30年長野県告示第588号）のその他の契約の等級がＡに区分されている者であること。

　(5	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(6	)	調達をする物品等に関し、アフターサービス及びメンテナンス（保守及び管理）を迅速に行う体制が整備されている者である

こと。

　(7	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴

力団関係者でないこと。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　	　この入札に参加を希望する者で２の (4) に該当しないものは、次のとおり資格を申請することができます。なお、入札の時まで

に２の (4) の等級区分に該当していなければ、入札に参加することはできません。

　(1)	申請の方法

　　　申請は、入札参加資格申請システムから行ってください。

　　　https://www.bes.e-nagano.lg.jp/Shinsei/main?uji.verb=startUp&madoguchiCode=M200000

　(2)	申請を行う時期

　　　随時受け付けます。

　(3)	申請書等の提出先及び問合せ先

　　　長野市大字南長野字幅下692－２（県庁専用郵便番号　380－8570）

　　　長野県市町村入札参加資格共同受付窓口（長野県会計局契約・検査課内）

　　　電話　026（235）7079

４　入札説明書及び仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所並びに問合せ先

　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　地方独立行政法人長野県立病院機構本部事務局経営管理課

　　電話　026（235）7152（直通）

５　入札手続等

　(1)	契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　(2)	入札及び開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和７年７月11日（金）午後１時

　　イ　場所　長野県庁本館棟４階地方独立行政法人長野県立病院機構理事長室

　(3)	郵送による場合の入札書及び提案書の受領期限及び提出場所

　　ア　受領期限　令和７年７月10日（木）

　　イ　提出場所　上記４の場所

　(4)	入札者に要求される事項

　　	　この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める書類を、令和７年７月10日（木）までに上記４の場所に提出してください。
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この場合において、開札日の前日までの間において必要な書類の内容に関する照会があったときは、入札に参加を希望する者の

負担において、説明してください。

　(5)	入札保証金

　　	　地方独立行政法人長野県立病院機構会計規程（以下「会計規程」という。）第44条第１項に規定する入札保証金を、別に定める

期限までに納付してください。ただし、契約事務規程第７条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又は契約事務規程第８条第

１項各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(6)	契約保証金

　　	　会計規程第45条第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、契約事務規程第７条第２

項各号に掲げる担保を提供した場合又は契約事務規程第31条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(7)	入札の無効

　　　契約事務規程第11条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)	契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)	落札者の決定方法

　　ア	　別記「長野県立病院機構情報共有基盤及びネットワークセキュリティ整備運用業務落札者決定基準」により、予定価格の制

限の範囲内で有効な入札を行った者を対象に総合評価を行い、評価点の合計が最も高い者を落札者として決定します。

　　イ	　評価点の合計が最も高い者が２者以上ある場合は、価格が最も低い者を落札者とし、価格が同額のときはこれらの者にくじ

を引かせて落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち、くじ引きに出席しないもの又はくじを引かないもの

があるときは、その者に代えて、入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとします。

６　その他

　(1	)	この入札に係る契約は、契約事務規程第３条第２項の規定による長期継続契約です。この契約を締結した翌年度において、当

該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合、地方独立行政法人長野県立病院機構は、この契約を変更し、又は解除する

ことができるものとします。

　(2)	詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

７　Summary

　(1)	Nature	of	services	to	be	procured:

　　　	Maintenance	 and	 operation	 of	 the	 Infrastructure	 for	 Multilayer	 Interoperability	 and	 network	 security	 for	 the	

Nagano	Prefectural	Hospital	Organization

　(2)	Contract	duration:

　　　From	August	1,	2025	to	July	31,	2029

　　　The	delivery	deadline	is	as	described	in	the	tender	description	and	specifications

　(3)	Contact	information:

　　　Nagano	Prefectural	Hospital	Organization

　　　Head	Office	Secretariat,	Business	Management	Division

　　　692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City,	Nagano	380-8570	Japan

　　　Tel:	+81-26-235-7152	(direct,	Japanese	only)

　(4)	Bid	document	submission:

　　　Deadline:	Friday,	July	11,	2025,	1:00	p.m.	(JST)

　　　Location:	Nagano	Prefectural	Office,	Main	Building,	4th	Floor,	

　　　　　　　　Nagano	Prefectural	Hospital	Organization,	Chairman’s	Office

　(5)	Mail-in	submission:

　　　Deadline:	Thursday,	July	10,	2025

　　　Mailing	address:	Nagano	Prefectural	Hospital	Organization	

　　　　　　　　　　　	Head	Office	Secretariat

　　　　　　　　　　　	Business	Management	Division

　　　　　　　　　　　	692-2	Habashita,	Minaminagano	

　　　　　　　　　　　	Nagano	City,	Nagano	380-8570	Japan

別記

　　　長野県立病院機構情報共有基盤及びネットワークセキュリティ整備運用業務落札者決定基準

１　趣旨

　	　地方独立行政法人長野県立病院機構の情報共有基盤及びネットワークセキュリティ整備運用業務に係る審査及び評価方法等につ

いて定めるものである。

２　評価点の配点

　　技術評価点700点、価格評価点300点の合計1,000点満点とし、評価項目毎の配点は以下のとおりとする。
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発行　長　野　県　〒 380-8570（専用番号）長野市大字南長野字幅下 692 の 2　電話 026（232）0111

正　　　　　　誤

　令和７年４月28日付け長野県規則第37号「災害救助法施行細則の一部を改正する規則」中

ページ 行（箇所） 誤 正

１ ４ 第37号 第40号

情報公開・法務課

評価項目 技術評価点 価格評価点

技術評価 技術評価基準の充実度 700 －

価格評価
システムの導入費用・導入後５年間
の保守等費用

－ 300

合計 1,000

３　その他

　　評価点の算定方法等詳細は、公告の４の場所により手交します。

医療政策課


